
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
七
号

情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
（
以
下
「
試
験
」
と
い
う
。
）
の
区
分
並
び
に
対
象
と
な
る
知
識
及
び
技
能
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

試
験
の
区
分

対
象
と
な
る
知
識
及
び
技
能

Ｉ
Ｔ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
情
報
処
理
を
目
的
と
し
て
複
数
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
体
系
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
発
及
び
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
業
務
そ
の
他
の
活
動

の
一
体
的
な
企
画
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

シ
ス
テ
ム
ア
ー
キ
テ
ク
ト
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
係
る
企
画
及
び
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
設
計
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
係
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

エ
ン
ベ
デ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験
エ
ン
ベ
デ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
開
発
並
び
に
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
を
用
い
る
業
務
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

シ
ス
テ
ム
監
査
技
術
者
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
監
査
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

応
用
情
報
技
術
者
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
活
用
に
必
要
な
専
門
的
知
識
及
び
技
能

基
本
情
報
技
術
者
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
活
用
に
必
要
な
共
通
的
基
礎
知
識
及
び
基
礎
技
能

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
業
務
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
に
必
要
な
共
通
的
基
礎
知
識
及
び
基
礎
技
能

Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー
ト
試
験

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
共
通
的
基
礎
知
識

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
八
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
情
報
処
理
技
術
者
試
験
に
対
す
る
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
の
規
定
（
第
二
条
第
六
項
各
号
、
第
三
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
、
第

五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
様
式
第
一
か
ら
第
六
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
、
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令
の
規
定
及
び
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
の
規
定
（
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
三
条
第
四
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の

は
「
二
年
を
経
過
し
た
日
（
当
該
二
年
を
経
過
し
た
日
が
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
の
日
と
な
る
前
条
第
五
項
の
認
定
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
の
間
」
と
す
る
。

（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
中
「
掲
げ
る
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
試
験
及
び
初
級
シ
ス
テ
ム

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
別
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験

に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
基
礎
知
識
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
関
す
る
共
通
的
知
識
及
び
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
関
す
る
共
通
的
能
力
）
と
す
る
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
情
報
処
理
技
術
者
試
験
の
区
分
等
を
定
め
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
区
分
並
び
に
対
象
と
な
る
知
識
及
び
技
能

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
区
分
は
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
及
び
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
と
し
、
対
象
と
な
る
知
識
及
び
技
能
は
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
知
識
及
び
技
能
（
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
活
用
に
必
要
な
共
通
的
知
識
及
び
技
能
）
と
す
る
」
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
初
級
シ
ス
テ
ム
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
試
験
（
旧
規
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

1



る
認
定
を
受
け
た
講
座
を
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
修
了
し
た
者
が
受
験
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
対
す
る
旧
規
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
又
は
旧
省
令
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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